
6（2013.03）広報うみ広報うみ（2013.03）7

（11）特別職の報酬等の状況（平成24年４月１日現在）

給
料

報
酬

期
末
手
当

区　分

町長

副町長

議長

副議長

議員

町長・副町長

議員

給料月額等

83 万 4,000 円

67 万 4,000 円

35 万 3,000 円

29 万 6,000 円

27 万 5,000 円

2.95 月分

2.95 月分

（平成 23 年度支給割合）

（平成 23 年度支給割合）※議長・副議長も同様

（12）部門別職員数の状況と主な増減理由
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水道

下水道
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合　計
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０

１

－１

－１

－１
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（０）

人事異動に伴う減員

業務の充実に伴う増員

人事異動に伴う減員

〈参考〉人口１万人当たり職員数 36 人

業務の充実に伴う増員

〈参考〉人口１万人当たり職員数 44 人

人事異動に伴う増員

業務の効率化に伴う減員

派遣の終了に伴う減員

〈参考〉人口１万人当たり職員数 51 人

※職員数は一般職に属する職員数です（教育長を含む）。また、（　）内は、条例定数の合計です。

（13）年齢別職員構成の状況（平成 24 年４月１日現在）

平成24年４月１日現在

平成19年４月１日現在
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給
与
と
定
員
管
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【
問
い
合
わ
せ
】
住
民
課
国
保
年
金
係　

℡
９
３
４-

２
２
４
１

国
民
年
金
に
つ
い
て

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
は
、
20
歳
に
な
っ
た
と
き
か

ら
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
の
納
付
が
義
務
づ

け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
学
生
に
つ
い
て
は
申
請
に
よ
っ
て
在

学
中
の
保
険
料
納
付
を
猶
予
す
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
大
学
、
短
期
大
学
、
大
学
院
、
高
等
学

校
な
ど
の
ほ
か
、各
種
学
校
（
１
年
以
上
の
就
学
課
程
に
限
る
）

に
在
学
す
る
学
生
で
す
。

　

た
だ
し
、
学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
１
１
８
万
円
以
下
の

場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
在
学
中
は
毎
年
４
月
に
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
手

続
き
も
れ
が
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
方
法

　

国
保
年
金
係
で
受
け
付
け
ま
す
。
年
金
手
帳
、　

学
生
証
、
印      

　

鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
乳
幼
児
・
子
ど
も
医
療
証
の
申
請
は

　

お
済
み
で
す
か
？

　

平
成
25
年
４
月
１
日
時
点
で
小
学
校
２
～
６
年
生
に
な
る

子
ど
も
の
乳
幼
児
・
子
ど
も
医
療
証
の
交
付
に
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。
対
象
者
の
保
護
者
様
に
１
月
末
に
申
請
書
を
郵
送
し

て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
申
請
書
に
記

入
・
押
印
の
上
、
子
ど
も
の
健
康
保
険
証
の
写
し
と
と
も
に
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
９
月
30
日
ま
で
に
申
請
を
す
れ
ば
、
４
月
１
日
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
医
療
証
が
発
行
さ
れ
ま
す
が
、
平
成
25
年
10
月

１
日
以
降
に
申
請
す
る
と
、
申
請
を
し
た
月
の
初
日
か
ら
の
認

定
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
手
続
き
を
さ
れ
た
方
、
現
在
乳
幼
児
医
療
証

を
お
持
ち
の
方
に
は
３
月
中
に
医
療
証
を
発
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

■
乳
幼
児
医
療
証
か
ら
ひ
と
り
親
家
庭
等

　

医
療
証
へ
の
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
小
学
校
に
入
学
す
る
児
童
が
い
る
ひ
と
り
親
家

庭
等
の
方
は
、
医
療
証
の
申
請
が
必
要
で
す
。
対
象
者
に
は
３

月
下
旬
に
案
内
文
書
を
発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
受
付
期
間
を
過
ぎ
て
申
請
を
さ
れ
た
場
合
は
、
申
請

月
の
初
日
か
ら
の
認
定
に
な
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
も
れ
が
な

い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間　

　

４
月
１
日（
月
）
～
４
月
30
日（
火
）
８
時
30
分
～
17
時
15
分

　

※
土
日
祝
日
を
除
く

◆
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の　

　

対
象
児
童
の
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
、

　

ま
た
は
年
金
受
給
中
の
方
は
対
象
児
童
の
年
金
証
書

住
民
課
国
保
年
金
係
か
ら
、
手
続
き
等
の
重
要
な
お
知
ら
せ

■
平
成
25
年
度　

宇
美
町
特
定
健
康
診
査

　

40
歳
～
74
歳
の
宇
美
町
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
な
ど

を
対
象
に
特
定
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。　
　
　
　

　

対
象
の
方
に
は
案
内
通
知
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
健
診
を
受

診
す
る
に
は
申
し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
案
内
通
知

に
同
封
さ
れ
て
い
る
ハ
ガ
キ
で
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

　

現
在
交
付
し
て
い
る
保
険
証
の
有
効
期
限
は
平
成
25
年
３

月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
保
険
証
は
簡
易
書
留
郵
便
で
世

帯
主
あ
て
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。
３
月
末
ま
で
に
保
険
証
が
届

か
な
い
場
合
は
、
国
保
年
金
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
申
請
に
つ
い
て

　

平
成
23
年
８
月
～
平
成
24
年
７
月
の
１
年
間
に
、
国
民
健
康
保

険
と
介
護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
、
自
己
負
担
額
が
限
度
額
を
超

え
た
場
合
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。　

　

対
象
の
世
帯
に
は
、
お
知
ら
せ
を
発
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
申

請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
70
歳
以
上
の
方
の
窓
口
負
担
割
合
に
つ
い
て

　

現
在
窓
口
負
担
割
合
が
１
割
の
方
に
つ
い
て
、
平
成
25
年
４

月
か
ら
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
し
た
が
、
当
面
の
間

１
割
に
据
え
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
交
付
し
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
の
差
替
え
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
対
象
の
方
に
は
３
月
下
旬
に
新
し
い
高
齢
受

給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

医
療
証
に
つ
い
て


